
議案第7　0号

三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例の設定について

次のとおり三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例を設定することにつ

いて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､

本議会の議決を求める｡

平成1 7年6月1 0　日

三朝町長　吉　田　秀　光

平成1 7年6Jq17日原審可決

三朝町議会読長展井　草

三朝町条例第　　　号

三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条　この条例は､地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規

定に基づき､三朝町営墓地の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とす

る｡

(設置)

第2条　町民の墳墓の用に供するため､三朝町営墓地(以下｢墓地｣という｡)を次のとお

り設置する｡

(用語の定義)

第3条　この条例において｢墳墓｣とは､死体を埋葬し､又は焼骨を収納する施設をいう｡

(使用者の資格)

第4条　墓地を使用することができる者は､住民基本台帳法(昭和42年法律第8 1号)

の規定により本町の住民票に記載され､又は外国人登録法(昭和2 7年法律第1 2 5条)

の規定により本町に登録されている者とする｡ただし､町長が特に認める者については､

この限りでない｡

(使用許可)

第5条　墓地を使用しようとする者は､町長の許可を受けなければならない｡

2　前項の許可は､墓地を使用しようとする者1人につき1区画とする｡ただし､町長が

特に必要があると認めたときは､この限りでない｡

(使用料)

第6条　前条第1項の許可を受けた者(以下｢使用者｣という｡)は､別表第1に定める使

用料を使用の許可を受けた日から3 0日以内に納付しなければならない｡



2　既納の使用料は還付しない｡ただし､町長が特別の理由があると認めるときは､その

全部又は一部を還付することができる｡

(管理料)

第7条　使用者又は第9条第1項の規定によりその使用権を承継した者(以下｢使用者等｣

という｡)は､墓地の管理に要する費用として､別表第2に定める管理料を毎年4月末

日までに納付しなければならない｡

2　前項の規定にかかわらず､使用の許可を受けた年度における管理料は､当該使用の許

可を受けた日の属する月から当該年度の3月までの分を月割りにより算出し､使用の許

可を受けた日から30日以内に納付しなければならない｡

3　既納の管理料は還付しない｡ただし､町長が特別の理由があると認めるとき臥その

全部又は一部を還付することができる｡

(使用料及び管理料の減免)

第8条　町長は､公益上その他特別の理由があると認めるときは､使用料及び管理料の全

部又は一部を減免することができる｡

(使用権の承継等)

第9条　使用者の相続人又は親族等で祖先の祭配をつかさどる者は､町長の許可を得て墓

地の使用権を承継することができる｡

2　前項に規定するもののはか､墓地の使用権は､他人に譲渡し､又は転貸することがで

きない｡

(管理人の選定)

第10粂　使用者等は､第4条に定める資格を有しなくなったときは､本町の区域内に住所

を有する者を管理人として選定し､町長に届出なければならない｡

(使用者等の義務)

第11条　使用者等又は前条の規定による管理人は､当該墓地の清掃を行う等､良好な環境

を維持するよう努めなければならない｡

2　使用者等は､規則で定めるところにより､町長が必要と認める事項を届けなければな

らない｡

(使用許可の取り消し)

第12条　町長は･使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは､第5条第1項の使用

許可を取り消すことができる｡

(1)偽りその他不正な手段により墓地の使用許可を受けたとき｡

(2)　第6条第1項の使用料を納付しないときD

(3)第7粂第1項の管理料を3年以上納付しなかったとき｡

(4)　この条例又はこれに基づく命令に違反したとき｡

(墓地の返還)

第13条　使用者等は､使用している墓地が不要になったとき､又は前条の規定により墓地

の使用許可を取り消されたときは､当該墓地を原状に復し､返還しなければならない｡

(使用権の消滅等)

第14条　次の各号のいずれかに該当するときは､墓地の使用権は消滅するものとする｡

(1)使用者等が死亡した日から起算して､ 1年を経過しても祭紀を承継する者がい



ないとき｡

(2)　使用者等の所在が不明となって10年を経過したとき｡

2　前項の規定により使用権が消滅したときは､町長は､当該墳墓その他の設備を一定の

場所に改葬し､又は移転することができる｡

(委任)

第15条　この条例の施行に閑し必要な事項は､規則で定める｡

附　則

この条例は､公布の日から施行する｡

別表第1 (第6条関係)

三朝町営山田墓地　使用料

区画番号 俶yw�{��区画番号 俶yw�{��区画番号 俶yw�{��

1 田cづ���冷�21 励C��ﾈ�����冷�41 鼎#�ﾃ���冷�

2 �3Cbﾃ���冷�22 鼎��ﾃ���冷�42 鼎��ﾃ���冷�

3 �3s�ﾃ���冷�23 鼎#�ﾃ���冷�43 鼎��ﾃ���冷�

4 �3ヲﾃ���冷�24 �%��Bﾃ���冷�44 鼎��ﾃ���冷�

5' 鼎�づ���冷�25 鼎��ﾃ���冷�45 鼎��ﾃ���冷�

6 鼎#rﾃ���冷�26 鼎��ﾃ���冷�46 �3��ﾃ���冷�

7 �#C津���冷�27 鼎��ﾃ���冷�47 鼎迭ﾃ���冷�

8 鼎S�ﾃ���冷�28 鼎��ﾃ���冷�48 鼎��ﾃ���冷�

9 鉄sRﾃ���冷�29 鼎��ﾃ���冷�49 鼎��ﾃ���冷�

10 鼎�づ���冷�30 �#��ﾃ���冷�50 鼎��ﾃ���冷�

ll 鼎��ﾃ���冷�31 �#3Rﾃ���冷�51 鼎Cづ���冷�

12 鼎��ﾃ���冷�32 鼎��ﾃ���冷�52 鉄cづ���冷�

13- 鼎��ﾃ���冷�33 鼎��ﾃ���冷�53 鉄#�ﾃ���冷�

14 鼎��ﾃ���冷�34 鼎#�ﾃ���冷�54 都SBﾃ���冷�

15 鼎#�ﾃ���冷�35 �3S津���冷�55 鼎��ﾃ���冷�

16 �#��ﾃ���怜��36 �3srﾃ���冷�56 鼎��ﾃ���冷�

17 鼎��ﾃ���冷�37 鼎Sづ���冷�57 �#3Rﾃ���冷�

18 鼎��ﾃ���冷�38 鉄S�ﾃ���冷�58 �3釘ﾃ���冷�

19 鼎��ﾃ���冷�39 田#Bﾃ���冷� ��

20 鼎��ﾃ���冷�40 田��ﾃ���冷� ��

別表第2 (第7条関係)

三朝町営山田墓地　管理料

1区画 僖隗｣2ﾃ���冷�


